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◆治療のために来日する医療保険のただ乗り問題 

日本の医療保険は「国民皆保険制度」といって、保

険証があれば誰でも１～３割の自己負担で受診できる

手厚い制度です。ところが昨今、留学や技能実習制度

を利用して、治療のためだけに来日する外国人の問題

が指摘されています。低額な自己負担で、がん治療な

ど高額な保険給付を受けようというのです。また、国

内に住む外国人労働者の保険証について、母国の家族

が来日し、本人と偽って利用する「なりすまし受診」

も報告されています。来年４月から外国人労働者の受

け入れを拡大するなかで、こうした外国人の医療保険

の不正利用をどうすべきかが議論されています。 

 

◆医療保険で母国の家族を除外 

現在、日本に住む外国人労働者が生計を支える３親

等以内の親族については、日本に住んでいなくても扶

養家族として扱われます。母国で医療機関を利用した

場合でも、申請すれば、医療費は協会けんぽや健康保

険組合など日本の医療保険者が負担します。 

政府・自民党は、外国人労働者の受け入れ拡大にあ

たり、膨らむ医療費を考慮して、この仕組みを改める

方針を固めました。日本で働く外国人が母国に残した

家族について、日本の公的医療保険制度の適用対象か

ら原則として除外するのです。ただ、外国人に対する

差別的な取扱いにならないよう、日本人労働者の家族

が生活拠点を海外に移して日本国内に生活実態がない

場合、扶養家族から除外することも検討しています。 

 

◆社会保険料を長期滞納する外国人の在留を認めない

方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、政府は外国人労働者の受け入れ拡大で、国民

健康保険や国民年金の滞納を警戒しています。保険に

加入しないまま病院で受診し、医療費を踏み倒すなど

の事態が想定されるためです。そのため、政府は社会

保険料を長期滞納している外国人の在留を認めない方

針を固めました。法務省と厚生労働省が保険料滞納に

関する情報を共有するほか、法務省が在留を許可する

にあたっての運用指針で、社会保険料をきちんと支払

っていることを新たな要件として追加する方針です。 

 

◆年金でも第３号被保険者に国内居住要件 

政府は、年金についても医療保険と取扱いを合わせる

必要があると判断しました。現在、厚生年金の加入者

が扶養する配偶者（国民年金の第３号被保険者）は、

自身が保険料を納めていなくても年金を受け取れます

が、年金の受給資格を得るには国内の居住を要件とす

る方向で検討に入りました。2019 年度中にも、国民年

金法を改正する方針です。これにより、海外で生活す

る外国人労働者の配偶者には年金が支給されなくなり

ますが、日本人の従業員の配偶者が海外に住んでいる

場合の対応が、検討課題になります。 

 

 

 

人手不足が言われて久しいですが、企業にとっては、

採用難や売上減少など、企業経営に及ぼす影響は決し

て小さくないと思われます。そのような中で、企業は

どのような人手不足対策を行っているのか、「中小企業

の人手不足に対する意識調査（2018 年７月）」（商工中

金）の結果からみてみます。 

※商工中金取引先中小企業 10,150 社を対象に実施、有効

回答数は 4,764 社。 
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◆他社はどのような人手不足対策を行っているのか？ 

人手不足対策としては、「従業員の能力向上」が 46％

と最多で、次いで、「職場環境の改善」（35.1％）、「賃上

げ等の雇用条件の改善」（31.8％）、「高齢者の採用拡大」

（29.7％）、「外注（アウトソーシング）の拡大」（27.5%）、

「業務プロセスの効率化」（27.2％）、「定着率向上」

（25%）、「機械設備導入による省力・省人化」（22.9％）、

「従業員の兼任化」（18.4％）、「女性の採用拡大」

（17.8％）、「定年延長・廃止」（13.7％）、「外国人採用

拡大」（11.8％）、「パート・非正規の正社員化」（10.1％）

といった対策を行っています。 

特に、業種別でみると、製造業で「機械設備導入に

よる省力・省人化」（42.1%、非製造業では 13.2%）や「外

国人の採用拡大」（21.2%、非製造業では 7.0%）が目立

っています。その他にも、「IT、IoT の活用による省力、

省人化」や「販売単価の引上げ」、「過剰品質・過剰サー

ビスの見直し」、「他社との提携（経営資源の共有等）」、

「残業増加」、「業務の縮小・廃止」、「納期の変更」、「海

外拠点の新設・拡大」、「他社の買収」といった対策を

行っている企業もあります。 

 

◆対策実施上の課題は？ 

人手不足対策を実施するうえでの課題としては、「対

策を行える人材が不在」（25.2%）、「労働法規や規制」

（22.5％）、「資金が不足」（12.5%）、「取引先との交渉

が難航」（6.7％）、「対策の仕方が分からない」（5.1％）、

「従業員との交渉が不調」（1.7％）、「相談相手がいな

い」（1.4％）などがあります。 

業種別でみると、金属製品製造業では、「扶養や社会

保険制度でのパートタイマーの年収制限があり、特に

時給の高い人は長時間働けない」（勤続製品製造業）、

「外国人研修制度を取り入れ、数年前より一定人員を

確保しているが期間が短期のため大幅増員が難しい」

（窯業・土石業）といった声が上がっています。 

 

 

 

◆労使の主張は依然平行線だが… 

11 月６日の第 10 回労働政策審議会雇用環境・均等

分科会で、職場のパワハラ防止対策について、厚生労

働省は３つの案を示しました。 

 

 

案のうち、(1)パワハラ行為を禁止して加害者への損

害賠償請求をできるようにする、(2)事業主にパワハラ

防止措置を義務づける、の２つは法制化に関するもの

で、もう１つが指針の策定（法的強制力を持たせる案

とそうでない案の２案）です。労働者側と使用者側で

意見が対立していますが、公益委員からは社会的情勢

を考えると法制化は当然との意見も出ています。 

これらは年内にまとめる報告書に盛り込まれ、来年

中に関連法案を国会に提出する方針とされています。 

 

◆事業主にはどんな防止措置が求められるのか 

６日の分科会では、今年３月 30 日公表の「職場のパ

ワーハラスメント防止対策についての検討会報告書」

より抜粋して、(1)事業主の方針等の明確化、周知・啓

発、(2)相談等に適切に対応するために必要な体制の整

備、(3)事後の迅速・適切な対応、(4) (1)～(3)の対応

と併せて行う対応としてプライバシー保護や相談・協

力者の不利益取扱い禁止、という４つが示されました。 

 

◆労災認定件数にみるパワハラ問題 

2017年度の精神障害に関する労災補償状況をまとめ

た資料によれば、請求件数は 1,732 件で前年度比 146

件増、支給決定件数は 506 件で前年度比８件増です。

このうち、出来事別の決定件数は「（ひどい）嫌がら

せ、いじめ、又は暴行を受けた」が 186 件、うち 88 件

が支給決定され最も多くなっています。対人関係では、

「上司とのトラブルがあった」も 320 件と決定件数が

多く（支給決定は 22 件）なっています。 

６日の分科会での公益委員の意見も、こうした資料

を踏まえたものと考えられます。 

 

◆相談体制の強化も図られている 

厚生労働省の「平成 29 年度個別労働紛争解決制度の

施行状況」によれば、相談、助言・指導の申出、あっせ

ん申請に係る件数のすべてで「いじめ・嫌がらせ｣が

72,067 件で最も多く、同省は 2019 年度より都道府県

労働局の相談員を増やし、夜間や休日も対応する相談

窓口を設けて相談体制を強化するとしています。 

企業においては、行政がパワハラ問題に力を入れて

いることだけでなく、採用や定着に影響することも踏

まえ、対策を検討する必要があると言えるでしょう。 

 

パワハラ防止対策、 

厚生労働省は法制化を検討 
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◆「冬季うつ」をご存じですか？ 

うつ病にはさまざまな種類がありますが、季節性の

うつ病もあることをご存じですか？ 

その１つ、「冬季うつ」は、その名のとおり、冬の期

間（秋から春にかけて）にのみうつ病のような症状が

出る病気です。主な症状はうつ病と同じですが、10 時

間以上寝ても眠くなる「過眠」、特に炭水化物や甘い

ものの「過食」といった、うつ病の場合（不眠・食欲不

振）とは逆の症状も現れるため、うつとは自覚されに

くいことも多いようです。毎年、冬にだけ強い疲労感

や眠気があり、それが生活にも支障を来すようであれ

ば、冬季うつになっている可能性がありますので、注

意が必要です（抑うつ症状が２年以上続けて秋から冬

に出現し、春になると軽快する、かつ、季節以外の明

らかな原因が見当たらない場合に、冬季うつと診断さ

れることになります）。 

 

◆冬季うつの原因 

冬季うつを発症する主な原因は、日照時間が短くな

ることです。光の刺激が減ると、脳内の神経伝達物質

であるセロトニンが減少し、脳の活動が低下します。

また、目に入る光の量が減ると、睡眠に深く関わるホ

ルモンであるメラトニンの分泌のタイミングがずれた

り分泌量が乱れたりして、体内時計が狂ってしまうと

いわれています。 

 

◆職場でできる対策 

冬季うつの特徴である、強い眠気は、仕事の上での

トラブルのもとにもなりかねず、企業としても対策が

必要です。 

日常生活の中で少し意識するだけで、冬季うつは予

防・改善することができます。屋内で仕事をしている

人は日照不足になりがちですから、休憩時間等には屋

外や窓辺で日光を浴びるよう促しましょう。また、日

光に限らず、照明の光を浴びるだけでも効果があると

されており、部屋を明るくするだけでも予防・改善に

つながりますので、オフィスの明るさをチェックして

みることも、有効な対策となります。 

 

 

ビジネスの現場では、年末年始から３月の決算期に

かけ、冬季は忙しい日が続く時期です。元気に乗り切

ることができるよう、対策を講じていきましょう。 

 

 

10 日 

○ 源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納付 

［郵便局または銀行］ 

○ 雇用保険被保険者資格取得届の提出＜前月以降に

採用した労働者がいる場合＞［公共職業安定所］ 

○ 労働保険一括有期事業開始届の提出＜前月以降に

一括有期事業を開始している場合＞ 

［労働基準監督署］ 

○ 特例による住民税特別徴収税額の納付 

［郵便局または銀行］ 

31 日 

○ 健保・厚年保険料の納付［郵便局または銀行］ 

○ 健康保険印紙受払等報告書の提出［年金事務所］ 

○ 労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告

書の提出［公共職業安定所］ 

○ 外国人雇用状況の届出（雇用保険の被保険者でな

い場合）＜雇入れ・離職の翌月末日＞ 

［公共職業安定所］ 

○ 固定資産税・都市計画税の納付＜第 3期＞［郵便局

または銀行］※都・市町村によっては異なる月の場合がある。 

本年最後の給料の支払を受ける日の前日まで 

○ 年末調整による源泉徴収所得税の不足額徴収繰延

承認申請書の提出［給与の支払者（所轄税務署）］ 

○ 給与所得者の保険料控除申告書、給与所得者の配

偶者控除等申告書、 

住宅借入金等特別控除申告書の提出 

［給与の支払者（所轄税務署）］ 

 

 

師走です。早いもので 2018 年も残すところ 1か月を

切りました。今年はどうやら暖冬のようですね。給与

計算を担当される方は、年末調整等でお忙しい時期で

すが頑張ってくださいませ。 

今月も最後までお読みくださり、有り難うございま

した。少し早いですが、本年もお世話になりありがと

うございました。皆様良いお年を。（R.O） 

その不調、「冬うつ」かも…… 

冬季のメンタルヘルスケア 

12 月の税務と労務の手続［提出先・納付

先］ 

編集後記 


